
【相談事例】広告を見たらオンラインゲームに使用できるポイントがもらえる

ので、いくつかのポイントサイトに登録した。その後、お母さんから、勝手に

有料動画サイトのサブスク契約をしていると怒られたが覚えていない。ポイン

トをもらうために、よくわからずサイトに登録したら、動画のサブスク契約を

したことになっていて、料金を請求され困っている。（10代 女性）                                                                                             
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【アドバイス】 

●ポイントサイトとはそのサイトを経由
け い ゆ

して指定
し て い

された 

サイトの会員
かいいん

登録
とうろく

や商品
しょうひん

購入
こうにゅう

、アンケート回答
かいとう

などを行う

ことでポイントが貯
た

められるサービスです。利用する時は、

ポイントの獲得
かくとく

条件
じょうけん

などをよく確認しましょう。 
 

●無料
むりょう

期間
き か ん

やキャンペーンなどで試
ため

しに利用する場合でも、

指定先
していさき

の各サイトの利用
り よ う

規約
き や く

や解
かい

約
やく

条件
じょうけん

をきちんと確認
かくにん

しましょう。 
 

●未成年者
みせいねんしゃ

が親等の同意
ど う い

を得ていない契約
けいやく

は、取
と

り消
け

しできる可能性
かのうせい

が

あります。 
 

 

●わからないことや困ったことがあったら、すぐに家族や消費生活 

センターに相談しましょう。 
 

相談窓口の案内 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

       八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

※門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は事前予約が必要となります。 

 予約電話及び電話での相談は戸畑窓口（☎８６１－０９９９）へ。 

消費者ホットライン ☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 

みもりん まもりん 

けいやく 


